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2027年度からの事業所の再編・分担見直し（大阪地区、土木系事業所）

阪神高速道路では、経年変化に伴う老朽化や通行車両の大型化により、構造物の損傷が顕在化しています。また、管理延長の増加や南海
トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害への備えなど、維持管理を取り巻く環境は、今後さらに厳しくなることが見込まれます。こうした状況を踏
まえ、防災面を含め、将来にわたり安定的かつ効率的な維持管理体制を確保するため、事業所の再編・分担見直しを進めてまいります。
その第一段階として、2027年度より、全８事業所のうち大阪地区の土木系３事業所について、以下のとおり再編・分担見直しを行います。
詳細については、確定次第、HP等にてお知らせして行きます。
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⇐4/16,17加賀山社長の意見取り込み


